
平成１８年１月１２日 

経 済 産 業 省          

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ 

第１回閣僚会合 結果について 

 

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップの第１回閣僚会合は、

１月１１日及び１２日、豪州のシドニーにおいて開催されました。本閣僚会合では、

本パートナーシップの推進に向けた政治的意志が確認されるとともに、８つの協力

分野とそれぞれの協力の道筋を明らかにした行動計画などの文書が合意されまし

た。我が国は、８つの分野のうち鉄鋼とセメントの協力をリードするとともに、各

分野の協力内容としてエネルギー効率のベンチマーク（ベストプラクティスの比較

と分析）を行うことを提案するなど、議論に多大な貢献を果たしました。 

 
１．参加国は、米国、豪州、韓国、中国、インド及び我が国を含む６ヶ国で、

我が国からは、西野あきら経済産業副大臣、小池百合子環境大臣他が出

席致しました。 
 
２．エネルギー及び環境を担当する閣僚に加え、６ヵ国の幅広い産業分野の

ＣＥＯクラスも参加して、技術の開発、普及、移転のための地域協力に

ついて幅広い議論が行われました。 
 
詳細については以下資料のとおりです。 
 資料：クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ 
第一回閣僚会合～概要と評価～ 

別紙１：各国出席者リスト 
別紙２：コミュニケ（仮訳） 
別紙３：憲章（仮訳） 
別紙４：作業計画（仮訳） 
※資料（クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ 
第一回閣僚会合～概要と評価～）は、外務省、環境省においても同時配付。 

 
（本発表資料のお問い合わせ先） 

 産業技術環境局地球環境対策室 

  担当者：佐藤 諸橋 小番 

  電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３５２４～５） 

      ０３－３５０１－７８３０（直通） 

 



クリーン開発と気候に関する 
アジア太平洋パートナーシップ第一回閣僚会合 

～ 概要と評価 ～ 

平成 18年 1月 12日 

日本政府代表団 

 

要  旨 
 

(1) クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップの第一回閣僚

会合は、１月１１日及び１２日、豪州のシドニーにおいて開催された。参加

国は、我が国をはじめ、豪州、中国、インド、韓国、米国の６ヵ国。我が国

からは、小池百合子環境大臣、西野あきら経済産業副大臣他が出席した。 

(2) 今次閣僚会合では、外務、エネルギー及び環境を担当する閣僚に加え、６ヵ
国の幅広い産業分野のＣＥＯクラスも参加して、増大するエネルギー需要、

エネルギー安全保障、気候変動問題などに対応するための地域協力について

幅広い議論が行われ、本パートナーシップが正式に立ち上げられた。 

(3) 閣僚とＣＥＯとの対話では、セクター別（産業分野別）アプローチの重要性、

実際の成果につながる具体的取組などについて、建設的な意見交換が行われ

た。閣僚間の円卓会合では、ＣＥＯとの対話の結果を踏まえ、本パートナー

シップの推進に向けた政治的意志が確認されるとともに、８つの協力分野と

それぞれの協力の道筋を明らかにした行動計画などの文書が合意された。今

後は、協力対象分野として合意された８つの分野のタスクフォースが立ち上

げられ、具体的な協力が始められる。 

(4) これらの８分野は、６ヶ国のエネルギー消費、二酸化炭素排出量（それぞれ

世界の約半分）の約６割を占めており、本パートナーシップの協力のポテン

シャルは極めて大きい。なお、本パートナーシップは、気候変動枠組条約と

整合的であり、また、京都議定書を代替するのではなく、補完するものとし

て位置づけられている。 

(5) 我が国は、８つの分野のうち鉄鋼とセメントの協力をリードするとともに、

各分野の協力内容としてエネルギー効率のベンチマーク（ベストプラクティ

スの比較と分析）を行うことを提案し、かかる提案は、作業計画に明記され

るなど、議論に多大な貢献を果たした。 

 



Ⅰ．会議概要 
 

(1) 日時：１月１１日（火）～１２日（水） 

(2) 場所：豪州シドニー・フォーシーズンズホテル及びガバメントハウス 

(3) 参加者：我が国をはじめ、豪、中、印、韓、米の６ヵ国から、外務、エネルギー

及び環境の担当閣僚が参加した。我が国からは、小池百合子環境大臣、西野あき

ら経済産業副大臣他が出席した。さらに、民間より、参加６ヵ国の幅広い産業分

野のＣＥＯクラスが参加した（別紙１）。 

(4) 会議の目的 

昨年７月に立ち上げに合意した本パートナーシップについて、エネルギー、環境

技術の地域協力の推進に政治的モメンタムを与えるとともに、官民の対話を通じて

具体的な協力分野、取組内容、作業日程などに関し合意を得る。 

 

Ⅱ．結果 
 

１．ビジネス対話（閣僚とＣＥＯとの対話） 
 

(1) ビジネス対話では、本パートナーシップの下で行う技術協力について、閣僚及び

ビジネス代表がそれぞれの見解を表明するとともに、エネルギー・環境技術の開

発・普及・移転を促進するための官民の貢献について意見交換が行われた。 

(2) 西野あきら経済産業副大臣は、本パートナーシップに関する日本の見解として、

セクター別（産業分野別）アプローチの重要性、参加６ヵ国が持つ省エネや二酸

化炭素排出削減のポテンシャルなどに言及した。さらに、協力対象分野のうち、

我が国が鉄鋼とセメントの協力をリードするとともに、各分野の協力内容として

エネルギー効率のベンチマークを行うことを提案し、かかる提案は、作業計画に

明記された。 

(3) 小池環境大臣は、最後に総括的な発言を行い、参加閣僚及びビジネス代表からの

様々な見解を踏まえ、本パートナーシップを通じ、情報や経験の更なる「共有」

を図っていくことが重要であり、結果として互いの利益や地球環境保全の目的の

共有につなげていくことの必要性を指摘した。 

(4) 各国の閣僚からは、本パートナーシップへの強い期待、民間参加の必要性、政治
的な議論から実際の行動、協力に移行し、具体的な排出削減を図る必要性などが

表明されるとともに、ＣＥＯからも多数の発言があり、本パートナーシップへ積

極的に貢献しようという前向きな姿勢が示された。 

 



 

２．閣僚円卓会合 
 

(1) 閣僚間の円卓会合では、６ヶ国のパートナーが協力して、増大するエネルギー需
要、エネルギー安全保障、気候変動問題などに関連した課題に対し、技術の開発、

普及、移転を通じて対処することの重要性について、共通の認識がさらに深まっ

た。 

(2) 我が国からは、小池環境大臣より、地球温暖化対策に対する我が国の積極的取組

を紹介するとともに、本パートナーシップへの期待として、エネルギーと気候変

動問題の一体的対応、官民協力の意義、大気汚染や廃棄物対策を含む持続可能な

開発への考慮について言及し、本パートナーシップを京都議定書を補完する取組

として、発展させていくことの必要性を強調した。 

(3) 西野経済産業副大臣は、本パートナーシップが、「行動」を中心とする真の官民パ
ートナーシップとなることへの期待を表明するとともに、我が国は技術革新を通

してエネルギー・環境の課題に対応していること、日本が有する世界最高水準の

エネルギー・環境関連技術で積極的に貢献していく考えであることを述べた。 

(4) これまでの議論の成果として、閣僚円卓会合においては、今次会合のコミュニケ

（別紙２）、本パートナーシップの枠組みを規定する憲章（別紙３）、８つのタス

クフォース（①よりクリーンな化石エネルギー、②再生可能エネルギーと分散型

電源、③発電及び送電、④鉄鋼、⑤アルミニウム、⑥セメント、⑦石炭鉱業、⑧

建物及び電気機器）の協力内容を記述した作業計画（別紙４）が合意された。 

 

 

Ⅲ．評価 
 

(1) 今次会合では、人口、ＧＤＰ、エネルギー消費、二酸化炭素排出量などで見て世

界の約半分を占める主要６ヵ国のエネルギー、環境担当閣僚と、幅広い産業分野

のＣＥＯクラスの代表が一堂に会し、増大するエネルギー需要への対応、気候変

動問題など、アジア太平洋地域が直面する課題の解決に向けて対話を行った。こ

こでの検討は、地域共通の課題に官民が協力して取り組むという歴史的に見ても

新しい試みの第一歩として位置づけられる。 

(2) ビジネス対話では、エネルギー、環境関連の課題において技術の果たす役割が重

要であるとの共通の認識の下、セクター別アプローチの重要性、実際の成果につ

ながる具体的取組、ベンチマークの重要性、民間参加の意義と官民の役割分担、

などについて、建設的な意見交換が行われた。 



(3) 閣僚円卓会合では、ビジネス対話での議論を踏まえて、本パートナーシップの目
的を実現する政治的意志が確認され、本パートナーシップが正式に立ち上げられ

るとともに、今後の協力を具体化した作業計画の合意という成果に結実した。 

(4) 作業計画は、８つの協力分野を特定するとともに、それぞれの分野でタスクフォ
ースを立ち上げ、何を目標にして協力を進めていくか道筋を明らかにした。我が

国は、鉄鋼とセメントのタスクフォースにおける協力をリードする意志を表明し、

本パートナーシップの目的達成に向けた努力に貢献した。 

(5) 今後は、それぞれのタスクフォースにおいて、官民の具体的協力が進められる。

これらの８分野は、６ヶ国のエネルギー消費、二酸化炭素排出量の約６割を占

めており、本パートナーシップの協力のポテンシャルは極めて大きい。我が国

としては、本パートナーシップが京都議定書を補完する取組として、実効ある

成果を上げていくよう、産業界とも密接に連携しつつ、最大限貢献していく。 



クリーン開発と気候に関する 

アジ トナーシップ閣僚会合  

各国出席者リスト 

ア太平洋パー

 

1. 日本 

【政府関係者】 

百合子       環境大臣 

あきら       経済産業副大臣 

西村 六善    外務省地球環境問題担当大使 

＜電力＞ 

 

也        東京電力株式会社 取締役副社長 

関澤 秀哲        新日本製鐵株式会社 代表取締役副社長 

市川 祐三        日本鉄鋼連盟 専務理事 

＜セメント＞ 

木村 道夫        太平洋セメント株式会社 代表取締役会長 

下電器産業株式会社 顧問 

戸坂 馨         日本電気株式会社 特別顧問 

2. 米国 

小池 

西野 

 

【産業界】 

桝本 晃章        電気事業連合会 副会長

服部 拓

＜鉄鋼＞ 

＜電気機器＞ 

少德 敬雄        松

 

【政府関係者】 

エネルギー省長官 

ワイトハウス環境評議会議長 

ポーラ・ドブリアンスキー  国務次官 

 

界】 

参加。 

 

3. 豪州 

サミュエル・ボードマン   

ジェームズ・コノートン   ホ

【産業

石炭、石油、電力、アルミ、セメント業界から 7名のＣＥＯクラスが

【政府関係者】 

ジョン・ハワード        首相 

アレキサンダー・ダウナー    外務大臣 

イワン・マクファーレン     産業観光資源大臣 

イワン・ゴードン・キャンベル  環境・文化遺産大臣 

 

【産業界】 

石炭、石油、再生可能エネルギー、電力、アルミ、セメント、金融業界から 12 名

ラスが参加。 
別紙１

のＣＥＯク



4. 中国 

【政府関係者】 

（国務院秘書長、国家行政学院院長兼任） 

（ジァン・ウェイシン）  国家発展改革委員会副主任 

 

【産業界】 

石炭、省エネルギー、電力、アルミ業界から 5名のＣＥＯクラスが参加。 

. 韓国 

華建敏（ファー・ジャンミン）  国務委員 

姜偉新
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【政府関係者】 

李 煕範（イ・ヒボム）     産業資源部長官 

揆亨（イ・キュヒョン）   外交通商部第二次官 

 

電力、鉄鋼、セメント、省エネ、プラント業界から 7名のＣＥＯクラスが参加。 

6. インド 

李 

【産業界】 

 

【政府関係者】 

ラジャ             環境森林大臣 

 

【産業界】 

石炭、石油、電力、鉄鋼業界及びその他の財閥・研究機関から 7名が参加。 



別紙２
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クリーン開発と アジア太平洋パートナーシップ 

 

於：シドニー 

コミュニケ（仮訳） 

 

僚会議は、2006

ジョン・ステー

ジョンの中核には、

が共に協力し合

、エネルギー安

できる。 

大規模な投資を

ー供給に占める

支えており、現

在の世代からその後にいたるまでこの現実が持続することを認識した。このため、大気

汚染物質や温室効果ガス排出の問題に取り組む一方で、化石燃料の使用を引き続き経済

的なものとするクリーンで低排出の技術の開発、実証、実施に向け、我々は共に協力し

より高いエネル

術の普及に協

価な幅広いエネ

ルギー供給源へのアクセスは、経済発展と改善された生活水準を支え、エネルギー安全

保障の主要な決定要因となる。そのため、広範な化石燃料の温室効果ガス原単位を削減

益を提供する。 

とを長期にわた

約の下で我々が

行う努力に整合し、それに貢献するとともに、京都議定書を代替するものではなく、こ

る既存の国家プログラムや

プロジェクトについて広範に検証した。各パートナーは、このパートナーシップに重要

な価値をもたらすことになる。また、各国政府は、パートナーシップのプロジェクト及

び活動に対し、真摯な約束を誓った。我々は、民間部門をこの努力に極めて重要と考え

ており、官民双方から、相当の資金、人的資源、その他の資源を調達する。本パートナ

ーシップは、可能な限り最善の実施環境を準備することを通じ、国内外の投資をクリー

ンで低排出な技術に振り向けることを目指す。パートナーシップが発展するにつれ、我々

はパートナーシップの活動に対する投資が増大し続けることを期待する。 

気候に関する

第一回閣僚会議

2006年1月11-12日 

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップの第一回閣

年1月11-12日に、シドニーで開催された。 

我々は、2005年7月28日にビエンチャンで発表したパートナーシップのビ

トメント実施のために、その枠組を定める憲章を採択した。このビ

開発と貧困撲滅の追及が緊急に必要であるとの我々の信念がある。我々

うことで、エネルギー需要の増大やそれに伴う課題、たとえば大気汚染

全保障、温室効果ガスの原単位といった課題により良く対応することが

我々のエネルギー需要は、急速に伸びつつあり、今後数十年間にわたる

必要とする。我々は、再生可能エネルギー及び原子力が世界のエネルギ

割合が増加していくことを認識した。我々は、化石燃料が我々の経済を

合うことが極めて重要である。我々は、このパートナーシップを通じ、

ギー効率、より低い大気汚染と温室効果ガスの原単位をもたらす有望な技

力して取り組む。 

エネルギー安全保障は、もう一つの重要な懸念である。信頼性があり安

する我々の努力は、我々全てに対して重要なエネルギー安全保障上の利

我々は、気候変動をとりわけ重大な問題と考え、意義ある行動をとるこ

り約束する必要があると考える。パートナーシップは、気候変動枠組条

れを補完する。 

我々は、各国政府が実施しているクリーン開発と気候に関す
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発を促進するた

い手法を探求す

共、民間、研究

部門における主要な専門家を結集する。また、我々は、関連する事項として、国民の安

全と健康を確保する労働現場の安全性や技術に関する経験などを共有する。 

産業部門に焦点

スを設立した。

ーンな化石エネルギー、(2) 再生可能エネルギーと分散型電源、(3) 発

鉱業、 (8) 建

物及び電気機器。 

ること、また、広範な技

大とコストの削減を図れるようにす

この点について、我々はそれぞれのタスクフォースに次の業務を依頼した： 

 

どのように効率を向上させることができるかについて、知識、経験、良い実施の例

を共有する。 

既存及び新規の技術について系統的な道筋を描く。 

心的かつ現実的

な目標を策定する。 

務を具体化して

た。ビジョン声

していくことと

他の様々な分野を詳述した。また、技法交流など、現在のタスク

在する。この点

ロジェクトの開発

及び実施に焦点をあてた「アジア太平洋エネルギー技術協力センター」の設立を前向き

に検討する。我々は、将来の会合において、こうした他の関心分野と分野横断的な課題

を取り扱うとともに、我々の持続的開発とエネルギー戦略を開発し実施する上での経験

を共有する場を提供する。 

本パートナーシップは、気候変動、エネルギー安全保障及び大気汚染といった深刻かつ

長期的な課題に持続可能な経済発展を支持するようなやり方で対処するため、重要な

国々のグループを結集した。我々は、結集することで、地球規模のクリーン開発と気候

に意義ある貢献ができる。 

我々は、パートナーシップ作業計画を策定した。これは、持続可能な開

めに、我々の民間部門、研究者社会及び政府部門の活力を利用する新し

るものである。我々は、これらの課題に対処するために、各国経済の公

パートナーシップ作業計画は、我々の経済における発電部門および主要

を当てる。我々は、次の分野を対象とした8つの官民の分野別タスクフォー

(1) よりクリ

電及び送電、(4) 鉄鋼、(5) アルミニウム、(6) セメント、(7) 石炭

我々は、タスクフォースに対し、ベストプラクティスを改善す

術を開発し繰り返し実証することにより、規模の拡

ることを指示した。 

 クリーン開発と気候に関して、各分野の現状を検証する。

 

 適切で、関連する

 協力に関する具体的な機会を特定する行動計画及び可能な場合は野

パートナーシップ行動計画は変化するものであり、タスクフォースが業

いく中で発展していく。 

パートナーシップは、先ずいくつかの特定の分野に焦点を絞ることとし

明では、パートナーシップが発展していくにつれて、我々が協力を探求

なる輸送部門といった

フォースを越えてクリーン開発と気候を促進する分野横断的な機会も存

について、我々は、エネルギー監査プログラムとフォローアップのプ



クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ

憲章抜粋（仮訳） 

 

ぶ）は、2

目的は気候

また、京都議定書を代替するものではなく、

を補完するものであることを想起しつつ、ここに、クリーン開発と気候に関する

ア太平洋パートナーシップを立ち上げる。 

 

１

 

トナーは、開発と貧困撲滅が、国際的に緊急かつ最優先の目標であると

し、クリーン開発及び気候の目的を進展させるため自主的に集った。 

 

 

２． 目的 

 

・ 現実に成果を得るための具体的かつ実質的な協力を通して、各パートナー

、より効率

するため、法

束力を有さない、自主的な国際協力のための枠組みを創設する。 

・ そのような努力を支援するため、実行できる環境を推進し作り上げる。 

国内汚染削減、エネルギー安全保障及び気候変動の目的達成を促進する。

ある、開発・エネルギー・環境・

エネ

ー戦略の発展・実施における経験を共有するため、フォーラムを用意する

 

 

３

・ 各パートナーの政策手法について情報を交換する。 

・ 各パートナーのクリーン開発戦略の開発・実行に関する経験を共有し、情

交換する。 

・ 既存及び革新技術の普及促進を実行できる環境を構築及び創設する上で、

となるものを特定し、評価し、その解決を図る。 

・ 二国間及び多国間の協力活動を特定し、実施する。 

・ 既存の二国間及び多国間のイニシアティブについて協調を促進する。 

・ 協力の努力を強化する手段としての活動に、人的能力及び組織的能力開発

めの要素を組み入れる。 

我々、豪、中、印、日、韓、米の政府代表（以下、パートナーと呼

7月 28 日のビジョンステートメントに導かれ、本パートナーシップの

枠組条約等の原則と整合的であり、

． 共有されたビジョン 

パー

本パートナーシップの目的は次のとおり： 

 

ける、既存、新規、長期間の費用効果があり、よりクリーンで

い技術及びプラクティスの開発・普及・展開・移転を容易に

・ 

・ クリーン開発の目標のため、相互に関連

変動問題に取り組むパートナーの政策手法を調査し、各国の開発及び

． 機能 
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・ パートナーシップでの協力活動に不可欠な要素として、民間部門の参画を図る。 

する。 

・ 進展状況を定期的に評価する。 

 

 

４

 

ループを

設立する。 

、本パートナーシップの全体枠組、政策、手順を管理し、協

指示を与える。 

・ 管理支援グループは、パートナーシップのコミュニケーションや活動における

主要な調整役となる。 

・ 政策実施委員会は、各パートナーの３名までの代表で構成される。 

 

 

５． 資金調達 

 

本パートナーシップへの参加は自主的な決定に基づく。各パートナーは、それぞ

 

 

的所有権 

 

する問題は、全て事例ごとに対処されるものとする。 

 

 

７． 改正 

 

政策実施委員会は、パートナーのコンセンサスにより、本憲章及び附属書Ⅱ（参

加国のリスト）を改正することができる。 

 

 

・ 作業計画を策定し、実施

． 組織 

・ 本パートナーシップの実行を促すため、政策実施委員会、管理支援グ

・ 政策実施委員会は

力の進捗状況を定期的に検討し、管理支援グループに

れの判断により、資金面、人材面、その他の貢献を行う。 

６． 知

本パートナーシップの協力活動から生じる知的所有権及びその取り扱いに関係



４

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ 

第一回閣僚会議 006年1月11-12日 於、シドニー 

パートナーシップ作業計画（仮訳） 

参加国が共有

プローチを定

、パートナー

出す最も効果的な方法であ

と認識する。我々は、参加国の政府部門、民間部門、研究部門から、我々が共有する課題に

や人々の

康を確保するために役立つ技術等、関連する諸課題に関する経験も共有する。 

作業計画は、各国経済 中でも発電・配電部門及び主要産業部門に焦点を当てる。 

 

同で設置した

発電及び送電

器 

 

各タスクフォースは、優先事項として、可能な旗艦（「フラッグシップ」）プロジェクトや

捗を示す関連指標を含む短期及び中期の具体的な行動を規定する詳細な行動計画を策定する

０６年中頃までに－政策実施委員

の検討に供するために提出される。 

とりわけ、我々は、タスクフォースに次の行動を検討するよう求めた： 

 クリーン開発と気候に関する各セクターの現状をレビューする。 

 産業効率、エネルギー効率及び環境上の成果を更に向上する方法について、知識、経験
優良措置事例を共有する。これには、有用かつ実践的な短期の行動を通してのものも含

る。 

 アジア開発銀行や世界銀行等の関連する国際金融機関との協力の具体的な機会を特定す

2

  

 

このパートナーシップ作業計画は、ボトムアップ型の実際的な行動を通じて、

る課題を持続可能な形で解決するため、官民タスクフォースによる革新的なア

る。本計画は、参加国の民間部門、研究部門、政府部門の力を結集することが

ップ参加国の経済全体を通した持続可能な開発という成果を生み

力するための主な有識者や指導者を結集する。また、我々は、労働現場での安全性

 

我々の の

我々は、次の分野を対象とする、官民による８つの部門別タスクフォースを共

(1) よりクリーンな化石エネルギー、(2) 再生可能エネルギーと分散型電源、(3) 
(4) 鉄鋼、(5) アルミニウム、(6) セメント、(7) 石炭鉱業、(8) 建物及び電気機

それらの行動計画は、できるだけ早く－可能であれば２０
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 技術について、コスト、性能、市場占有率、障害の観点から現状を明確にし、コスト面及
び性能面における目標及びその目標を達成するために必要な行動を特定する。 

 可能な限り野心的かつ現実的な目標を特定する。 

国内プログラム

切な場合には、

られる術を追求

する。各参加国が有する技術革新及び最良の実施措置を改善するようなプロジェクト及び行動

プ全体で貴重な

これらの行動には、技術ベースの研究、パイロットプロジェクト、実証・展開プロジェクト、

技能強化と交流、商業的な交流や情報交換（例、産業を中心としたワークショップ、ハイレベ

れる。 

とを選択した。

ビジョン･ステートメントでは、パートナーシップが発展するとともに協力を探求するべく他の

多くのセクター、例えば輸送部門や農業部門について詳述した。我々は、関心のある他のセク

ター及び分野横断的な問題についても今後の会議の中で取り組み、参加国の持続可能な発展や

エネルギー戦略の策定及び実施における経験を共有するための場を準備していくこととする。 

 

 
各タスクフォースは、パートナーシップ参加各国において既に実施されている

及び国際協力取り決めを通じた広範な行動を基礎として作業を進める。また、適

現存するイニシアティブを活用し、我々の資源投入に対して最大限の成果が得

も、有用と思われる場合には、域内の他の各国とリンクさせ、パートナーシッ

経験を共有できるようにする。 

ルな政策対話）、最優良事例を普及させるための措置などを含むことが期待さ

パートナーシップの第一段階として、我々は、多くの特定分野に焦点を当てるこ

 
よりクリーンな化石エネルギータスクフォース 

議長：オーストラリア 

 
石炭とガスは、パートナーシップ経済６カ国すべてにとって、現在、そして今

であり続ける。石炭及びガス技術には、一連の重要な先進

副議長：中国 

後も重要な燃料

技術が存在し、温室効果ガスの排出

レベル、大気汚染物質、その他の環境影響を大きく削減する可能性を有している。これらの技

術の中心となるものには、CO2回収・貯留（CCS）に関係するもの及び補完的な先進的発電シ
ステムに関係するものがある。また、複合ガス化サイクル発電（IGCC）、オキシ燃料（酸素燃
料）、燃焼後回収（PCC）も含まれる。その他、超臨界粉状燃料（PF）、石炭汚染物除去処置、
ポリジェネレーション、水素生産、炭鉱と廃棄炭鉱でのメタン回収及び石炭ガス化・液化とい

った技術も、クリーンな化石燃料の将来にとって重要な要素である。 
 
新しい技術は、時間の経過とともにそのコストを低下させることが良く知られており、パート

ナーシップの主要な目的は、それらの技術開発や普及を共同研究や継続的な実証を通じて加速
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することにより、コストを削減し、多様な入手可能かつ安価な低排出技術の利

することである

用可能性を促進

。この点で、低排出型又はゼロ排出型発電を達成する機会は、主要な技術を統

合することにある。 
 

し、それに対処する必要がある。アジ

ア太平洋パートナーシップ諸国では、高品質で安価な低排出燃料の需要が急激に増加しており、

この 然ガスは、この需要を満たすために必要な燃料である。 
 

に則り、APPで

 パートナーシップ諸国におけるCO2地中貯留の機会を特定し、利用を促進する。 

タンガス及びLNG／天然ガスを回収す
る機会とその市場の更なる開発を進める。 

技術支援イニシアティブを通して、パートナー諸国

の研究開発基盤、市場基盤及び制度基盤を整備する。 

 

これに加えて、液化天然ガスの供給に対する障壁を特定

液化天

目標 

 一連の既存の国内（そして他の国際的な）措置やイニシアティブ
のクリーンな化石エネルギー技術開発プログラムを策定する。 

 アジア太平洋地域において、炭鉱・廃鉱メ

 教育、訓練及び技能移転等の

再生可能エネルギー及び分散型電源タスクフォース 

副議長：オーストラリア 
 
水力（大規模及び小規模）、太陽光、地熱、風力、潮汐といった再生可能エネ

んど排出なしに電力を供給できる。分散型電源（埋立地廃棄物メタンを利用し

や

議長：韓国 

ルギーは、ほと

た発電等）も、

排出量を大きく削減させ、コスト 電力網効率を向上させる可能性がある。再生可能エネルギ

ーや分散型技術を広範に普及させることは、エネルギー供給の多様性を高め、特に遠隔地やグ

し得る。また、

ネルギーサービ

させることによ

 
多くの再生可能エネルギー技術の新しい特長として、コスト競争力、技術的選択肢の認識、断

続性及び電力貯蔵の必要性等、これらの技術の利用に対する市場及び技術上の障害の可能性が

指摘されている。多くのパートナーシップ参加国では、現在、再生可能エネルギーの広範な利

用を拡大するため、こうした障壁の解決に取り組む作業が行われている。システム設計やグリ

ッドオペレーション等、技術設計における進歩により、分散型公益事業の資金的実現可能性が

実証されつつある。更に、バイオディーゼルやエタノールといった代替燃料も将来的に大きな

環境利益をもたらす可能性がある。これらの代替燃料も同様にコスト競争力を持ち、大規模な

リッド境界地域におけるエネルギー安全保障の向上や燃料リスクの軽減に貢献

中・小規模な利用に理想的なこれらのエネルギー資源や分散型電源技術は、エ

スへのアクセスを改善させ、雇用機会を増加させ、大気の質や環境衛生を向上

り、貧困の撲滅にも役立つ可能性がある。 
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普及が可能になりつつある。このタスクフォースは、このような最も有望な技

て、とりわけ、再生可能エネルギーや分

術や用途につい

散型電源用途がコスト競争力を持ちうる農村部、遠隔

地及び都市近郊部における応用に焦点を当てる。 
 

技術の実証及び

 各国の開発上のニーズや再生可能エネルギーや分散型電源技術、システム、実施
市近郊部での応

用を含め、広範な展開を可能にするために必要な環境も明らかにする。 

本パートナーシップの目標とする経済発展と気候課題に貢献する分散型エネルギ

学的利点を列挙する。 

シップ参加国同

の特定、風力予測、エネルギ

部及び都市近郊部の経済開発や貧困緩和を支援するため、再生可能エネルギ

ー及び分散型電源技術を普及する共同プロジェクトを支援する。 

 パートナー諸国がそれぞれの固有の必要性において、再生可能エネルギーや分散
型電源の適用可能性を評価することが可能となるような潜在的プロジェクトを特

定する。 

 

目標  

 パートナーシップ諸国における再生可能エネルギーや分散型電源
普及を促進する。 

方法を展開する機会を特定するとともに、農村部、遠隔地及び都

 
ーシステムの資金的及び工

 再生可能エネルギー技術の研究開発、実施に関し、本パートナー
士の協力関係を促進する、これには、再生可能資源

ー貯蔵技術等の支援措置も含める。 

 農村

 

発電及び送電タスクフォース 

 

 

電力

議長：アメリカ

副議長：中国 

の安定、安価な供給は、我々の経済成長に不可欠な要素である。途上国においても極めて

多数の人々が電力を利用できるようになり、先進国の電化が進む時代が到来することから、発

電セ 在、そして今後も最大の排出源である。モデル研究では、火力発電で世界最

善の方法の導入を加速化するだけでも、世界の排出量を２０１０年までに１．５%削減し、大
気汚染も軽減する。電力セクターで協力が可能な分野としては、発電所での熱効率向上、燃料

転換又は複合燃料燃焼、電力市場の改革、送電ロス率の削減、需要側管理（DSM）等が挙げら
れる。 

 

目標 

クターは、現
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 開発や気候関連の諸課題に貢献する発送電及び需要側管理技術の開発、普及する

 電及び送電の効率を改善する措置、技術及びプロ

セスの実証及び普及を促進する。 
研究開発に関す

のタスクフォース（例えば、クリーンな化石燃料エネルギー、再生可能エネル

相乗効果を慫慂

する。 
ー供給原料の適

とが可能となるような潜在的プロジェクトを特定する。 

 エネルギー市場や投資環境の改善により効率的なエネルギー供給への投資を促進
るための機会を特定する。 

鉄鋼タスクフォース

ための実践的な行動の機会を評価する。 
パートナーシップ諸国内での発

 パートナーシップ諸国間において、そのような技術やプロセスの
る協力を強化する。 

 他
ギー及び分散型電源、建築物及び電気機器）の関連する目的との

 パートナー諸国がそれぞれの固有の必要条件において、エネルギ
用可能性を評価するこ

す

 
 

 

議長：日本 

アジア太平洋パートナーシップ加盟国は、世界の鉄鋼生産量のほぼ５０％を生産する。鉄鋼タ

、パートナーシップ諸国で利用可能な最善の技術及び環境管理システムの導入

を促進し、リサイクルを推進する。このタスクフォースは、中国及びインドにおけるオペレー

ションを初期の重点として、既存及び新規技術の導入による温室効果ガスの排出及び他の環境

への排出を削減する機会に関し、専門家の助言の提供を支援し、他の機会も明らかにする。こ

こでの行動は、改善ベンチマークや報告の確立、エネルギーや原材料の効率、技術開発及び展

開に焦点を当てる。 

 

るベンチマーク及び性能指標を開発する。 

。 

 関連するパートナーシップ諸国の政府／研究部門と鉄鋼産業に関連する組織との
協力関係を促進する。 

 鉄鋼生産におけるエネルギー利用、大気汚染、温室効果ガスの排出量を削減する
ためのプロセスを開発する。 

 パートナーシップ諸国全体でのリサイクルを増加させる。 

 

副議長：インド 
 

スクフォースは

目標 
 このセクターに関連す

 鉄鋼技術における最優良事例の展開を促進する
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アルミニウムタスクフォース 

トラリア 

副議長：アメリカ 

 

生産する。アル

おける急速な成

長が著しい。この産業は、既存装置の最善実施利用（特にPFC排出管理）、最善の利用可能か
つ安価な技術の導入（改良型設備を含む）、新規技術開発及びその普及努力の継続、リサイク

せることができ

、パートナーシップを通じて、最善の実施方法を促進し、より多くの技術支援を

提供し、利用可能で安価な最善の技術の展開を妨げる障壁を特定することにより、自国の産業

のPF を地球規模の目標に近づけ、エネルギー効率化や他のCO2プロセスからの排出
量を

 
目標  

 既存設備の最優良事例の活用により、現状のアルミニウム生産プロセスを向上す
る。 

 パートナーシップ諸国経済全体で新しい最善のアルミニウム生産プロセスや技術
の普及・展開を促進する。 

クルや性能実績等、セクター関連のデータを強化する。 

 パートナーシップ諸国全体のアルミニウムのリサイクル率の向上を促進する。 

議長：オース

アジア太平洋パートナーシップ加盟国は、世界のアルミニウム生産量の37%を
ミニウム産業は最も急速に成長しているセクターの一つであり、特に途上国に

ル率の向上等により、コストを低減しつつ、環境パフォーマンスを更に向上さ

る。参加国は

C削減目標
改善できる。 

 リサイ

 
 
セメントタスクフォース 

議長：日本 
 
パートナー各国は、世界のセメント生産量の６１%を生産する。このセメントタスクフォース
は、パートナーシップ諸国における利用可能な最善の技術及び環境管理システムの導入を促進

する。これは、旧式な技術（主に湿式キルンプロセス）の代替としての乾式プロセス技術、省

エネルギー技術、プロセス改善、廃熱回収からの発電、低級一次燃料及び産業廃棄物の混合プ

ロセスの向上を導入又は転換することにより行われる。このタスクフォースは、これらの既存

及び新技術の導入による温室効果ガス及び他の環境への排出削減の機会に関し、専門家の助言

の提供を支援し、他の機会も特定する。 
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目標  
 パートナーシップ諸国におけるセメント操業からの温室効果ガス
質の排出濃度を大きく改善

及び大気汚染物

させるような省エネルギーかつクリーンな製品を製造

  

 エネルギー高効率なセメント、コンクリート建築物、道路舗装材料を利用する途
上国／新興経済国におけるインフラ整備の機会を活用する。 

 

クフォース

する技術の実証と展開を促進する。 

このセクターに関連するベンチマーク及び性能指標を開発する。

 
石炭鉱業タス  

議長：アメリカ 

副議長：インド 

石炭は、世界全

あり、 今後数
メタンガスのモ

ニタリング及び管理の改善は、排出削減にも作業現場の安全性にも大きく寄与する可能性があ

る。 スは、鉱山や休廃止鉱山の再生利用及び復旧や最善の安全措置を促進する。

石炭鉱業 電技術の開発に

おいて相互作用を得るべく、クリーンな化石エネルギータスクフォースと協力して作業する。 

 
目標 

 炭鉱及び石炭加工における経済性や効率を改善できるような技術及び実施方法の
響緩和の努力を続ける。 

 各国の国情に基づき、適切な場合には、効率性及び排出濃度、炭鉱の再生利用の
目標を策定する。 

 適切な場合には、各国での再生利用活動の現状を明らかにし、特に炭素貯留の機
会を向上させるような表層採掘炭鉱の再生利用方法に焦点を当てつつ、表層採掘

地の再生利用に関する最優良事例の情報を交換する。 
 
 
建物及び電気機器タスクフォース

 

パートナー諸国は、合計すると世界の石炭一次生産量の約６５％を生産する。

体でもまたアジア太平洋パートナーシップ諸国でも、最も使用量の多い燃料源で

十年間、増加し続けるものと見込まれる。石炭採掘・加工の効率改善及び坑内

タスクフォー

タスクフォースは、石炭加工プロセスの改善や新しい石炭ベースの発

導入を促進し、安全性の改善と環境への影

 

議長：韓国 
副議長：アメリカ 
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の低減に繋がる

汚染物質を削減

電気機器分野の

省エネルギーに関する協力の重要性を認識しており、既にこの分野で幅広い二国間及び他の協

において、世界

の省エネルギー

諸国は、技術を実証し、省エネルギー監

査に関する技能の強化・交流を図り、建物及び電気機器の標準規格、コード及びラベル表示の

スキ 関する最優良事例について、経験や政策を共有する。 

 

われていることを認識し

みを利用する。 
せるため、最優

良事例を促進するとともに、技術や建築設計 則を実証する。 
建物及び電気機器の導入促進を図る適切な枠組みを、持続可能

な開発を支援し、エネルギー安全保障を向上し、環境への影響を低減させるよう

なより広範囲な国家的努力へと統合することを支援する。 
ルギー使用を効率化する実施方法や技術の実施を制限する一連の障壁を体系

的に特定し、対処する。 
 

タスクフォースの有効期間は、短期及び長期の行動を含むその目的の達成度合に依存する。パ

れを検討するタ

ートナーシップ

及び研究部門の

 

各タスクフォースは、政策実施委員会に対して報告を行い、同委員会が各行動計画を検討する

とともに、どのプロジェクトを本パートナーシップの公式なプロジェクトとして承認するか決

定する。各パートナー国は、独自の判断に基づいて、個々のプロジェクトへの参加を決定する。

政策実施委員会は、パートナーシップ非参加国が参加することにより、タスクフォースの作業

の効果が高まる場合には、その参加を承認し得る。 

 

 

参加国の建物及び電気機器によるエネルギー利用低減は、一次エネルギー需要

とともに、経済効率とエネルギー安全保障を向上させ、温室効果ガス及び大気

するための主要な手段である。パートナーシップ諸国は、かねてより建物及び

調的行動を取ってきている。本パートナー諸国は、極めて多様な電気機器分野

の生産能力の大半を占めることから、我々は、地域的及び地球規模でこの分野

を大きく向上させる可能性を有している。パートナー

ームに

目標 
 既に広範囲な協調的行動がパートナーシップ諸国間で行
つつ、更なる省エネ機器の導入促進を支援するための協調的な枠組

 建築資材や新規及び既存の建物におけるエネルギー効率を向上さ
原

 省エネルギー型の

 エネ

 
タスクフォースの運営 
 

ートナーシップ諸国は、クリーン開発と気候の他の側面についても、将来、そ

スクフォースを共同で設置することを予定する。タスクフォースの議長は、パ

諸国の政府高官とする。各タスクフォースのメンバーは、政府部門、民間部門

中から重要な専門家の参加を得るべく招請され得る。 


